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利
用
者
用
電
子
証
明
書

｟
４
桁
の
暗
証
番
号
｠
が
搭

載
さ
れ
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
は
、

全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
に
設
置
さ
れ
て
い
る
マ

ル
チ
コ
ピ
ー
機
を
利
用
し
て

課
税
・
非
課
税
証
明
書
を
取

得
で
き
ま
す
。

▽
令
和
元
年
度
課
税
・
非
課

税
証
明
書
…
５
月
31
日

の
午
後
11
時
ま
で
発
行

▽
２
年
度
課
税
・
非
課
税
証

明
書
…
６
月
１
日
の
午

前
６
時
30
分
か
ら
発
行

※
市
民
税
課｟
市
役
所
１
階
｠

で
は
、
住
民
税
が
特
別
徴

収
｟
会
社
か
ら
の
給
与
の

み
で
、
給
与
か
ら
住
民
税

を
納
付
｠
の
方
｟
被
扶
養

課
税
・
非
課
税
証
明
書
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付

者
を
除
く
｠
に
限
り
、
５

月
１
日
か
ら
２
年
度
課

税
・
非
課
税
証
明
書
を
発

行
で
き
ま
す
。

※
３
月
17
日
以
降
に
確
定
申

告
書
、
市
民
税
・
都
民
税

申
告
書
を
提
出
し
た
方

に
つ
い
て
は
、
申
告
内
容

が
反
映
さ
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

市
民
税
課
市

民
税
係

保険・年金・税金 暮らし・住まい・環境

生活、仕事、お金のこと、
ひとりで悩まず、相談してみませんか

●生活のこと

▽  どこに相談したらよいかわからない。頼れる人

もいない。

▽ 引きこもりやニートで悩んでいる。

●仕事のこと

▽  仕事はしたいけど、何から始めればよいかわか

らない。

▽ 失業してしまった。再就職が…、家賃が…。

●お金のこと

▽  家計のやりくりが…。

▽ 公共料金の滞納や借金の返済が大変だ。

健康・福祉

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
に
よ
り
、
市
税

等
を
納
期
限
ま
た
は
納
税
相

談
上
の
納
付
約
束
日
ま
で
に

納
付
・
納
入
で
き
な
い
場
合

は
、
早
め
に
収
納
課
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
に
納
税
者
や
そ

の
家
族
が
り
患
し
た
場
合
の

ほ
か
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
関
連
し
て
、
次

の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
該
当
す

る
場
合
は
、
猶
予
制
度
が
あ

り
ま
す
の
で
、
収
納
課
へ
ご

相
談
｟
電
話
可
｠
く
だ
さ
い
。

▽
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
患
者
が
発
生
し

た
施
設
で
、
消
毒
作
業
が

行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り

納
税
が
困
難
な
方
へ

備
品
や
棚
卸
資
産
を
破

棄
し
た
場
合

▽
納
税
者
本
人
ま
た
は
生
計

を
同
じ
に
す
る
家
族
が

病
気
に
か
か
っ
た
場
合

▽
納
税
者
が
営
む
事
業
に
つ

い
て
、
や
む
を
得
ず
休
廃

業
を
し
た
場
合

▽
納
税
者
が
営
む
事
業
に
つ

い
て
、
利
益
の
減
少
等
に

よ
り
、
著
し
い
損
失
を
受

け
た
場
合

問
い
合
わ
せ　

収
納
課

悩みが深刻化する前に…。

まずは、お電話を！

問 い合わせ　生活福祉課生活自立支援担当（市役所

１階１７番窓口）☎２３－５８８８（直通）

相 談受付日時　月～金曜日（祝・休日を除く）　午

前９時～正午、午後１時～５時

新型コロナウイルス感染症の影響により
貸付等申請をお考えの事業者の皆さんへ
※４月３日現在の内容です。

※ 最新情報は、各団体ホームページ等をご覧にな

るか、各団体へお問い合わせください。

問い合わせ　商工観光課商工労政係

◆セーフティネット保証（経営安定関連保証）

　不況等の影響により経営の安定に支障を生じている

中小企業者を支援するため、金融機関から融資を受け

る際、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で、

借入債務を保証する制度です。（保証料率は各保証協

会および保証制度ごとに異なります。）

▽本社（個人事業主は主たる事業所）所在地の市町

村等による認定が必要です。本店等（個人事業主は

主たる事業所）所在地が青梅市内にある中小事業者

は市商工観光課商工労政係へ申請してください。

▽金融機関または最寄りの信用保証協会に認定書を

持参し、保証付き融資を申し込みます。なお、別途、

金融機関、信用保証協会による審査があります。

▽次の４号・５号については、認定基準の緩和により、

業歴３か月以上１年１か月未満の事業者、店舗や業

容の拡大により単純な売上高等の比較では認定が困

難な事業者も対象になりました。

★セーフティネット４号

　信用保証協会により、一般保証とは別枠で借入債務

の１００％が保証されます。

要件　最近１か月間の売上高が前年同月比で２０％以

上減少しており、かつ、その後２か月間を含む３か

月間の売上高等が、前年同期と比べて２０％以上の

減少が見込まれること

指定期間　令和２年６月１日まで

★セーフティネット５号

　信用保証協会により、一般保証とは別枠で借入債務

の８０％が保証されます。

要件　特に重大な影響が生じている業種（指定）に属

する事業を行っており、最近３か月の売上高等が前

年同期比で５％以上減少していること

指定期間　令和２年６月３０日

★危機関連保証

　信用保証協会により、借入債務の１００％が保証さ

れます。

要件　全国・全業種の中小企業が利用可能です。新型

コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近

１か月間の売上高等が、前年同月比の１５％以上減

少しており、その後２か月間を含む３か月間の売上

高等が、前年同期と比べて１５％以上の減少が見込

まれること

指定期間　令和３年１月３０日まで

詳細　信用保証協会 H P https://www.cgc-tokyo.or.jp

▽ 経済産業省 H P https://www.meti.go.jp/covid-19

▽中小企業庁 H P https://www.chusho.meti.go.jp

問い合わせ　東京信用保証協会立川支店☎０４２－

５２５－６６２１

◆小規模事業者経営改善資金（マル経融資）

　商工会議所の経営指導員による経営指導を受けた小

規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無

保証人で融資を行う制度です。

申し込み・問い合わせ　青梅商工会議所 H P https://

www.omecci.jp、☎２３－０１１１

◆雇用調整助成金の特例措置

　経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ

た事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練

または出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、

休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急対応

期間（４月１日～６月３０日）については、雇用保険

被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める

ことができます。

助成率　中小企業…５分の４、大企業…３分の２

※解雇を伴わない場合は、中小企業…１０分の９、大

企業…４分の３

支給限度日数　１年１００日に緊急対応期間を加算

詳細　厚生労働省（「雇用調整助成金」で検索）

問い合わせ　ハローワーク青梅☎２４－８６０９

◆商工中金による危機対応融資

　商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症に

よる影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対

応融資による資金繰り支援を実施します。

　信用力や担保によらず一律金利とし、融資後３年間

は▲０．９％の金利引下げを実施します。据置期間は

最長５年となります。

問い合わせ　商工組合中央金庫相談窓口 ０１２０－

５４２－７１１

◆日本政策金融公庫等による貸付制度

◇生活衛生改善貸付の金利引下げ

　生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活

衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に

必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。

　特例措置として、新型コロナウイルス感染症の影響

により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援

するため、別枠１，０００万円の範囲内で当初３年間、

通常の金利から▲０．９％を引き下げます。また、措

置期間は、運転資金で３年以内、設備資金で４年以内

に延長します。

◇衛生環境激変対策特別貸付

　感染症等の発生による衛生環境の著しい変化に起因

して、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来して

いる生活衛生関係営業者の経営の安定を図るために設

けられた、融資限度額が別枠１，０００万円（旅館業

は別枠３，０００万円）を基準金利１．９１％（振興計

画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員について

は▲０．９％の引き下げ）の日本政策金融公庫国民生

活事業特別貸付制度です。

要件　新型コロナウイルス感染症の発生により、一時

的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館

業、飲食店・喫茶店営業を営む方で、次のいずれに

も該当する方

▽最近１か間の売上高が前年または前々年の同期に

比較して１０％以上減少しており、かつ、今後も減

少が見込まれること

▽中長期的に業況が回復し発展することが見込まれ

ること

貸付期間　運転資金７年以内（うち据置期間２年以内）

◇新型コロナウイルス感染症特別貸付

　業況が悪化した事業者（事業性のあるフリーランス

を含む）に対し、融資枠別枠の制度を創設。

　信用力や担保によらず一律金利とし、融資後３年間

は▲０．９% の金利引き下げを実施します。据置期間

は最長５年となります。

◇いずれも

詳細　日本政策金融公庫 H P https://www.jfc.go.jp

問い合わせ　同金庫事業資金相談ダイヤル ０１２０

－１５４５０５（祝日を除く月～金曜日）、同金庫

国民生活事業 ０１２０－１１２４７６（土・日

曜日、祝日）、同金庫中小企業事業 ０１２０－

３２７７９０

ご利用ください　相談ダイヤル
★金融機関との取り引きに関する相談等…金融庁

０１２０－１５６８１１、☎０３－５２５１－

６８１３（月～金曜日の午前１０時～午後５時）▽

関東財務局☎０４８－６１５－１７７９（月～金曜

日の午前９時～午後４時）※祝日、年末年始を除く

★最新の支援策やその他の相談等…青梅商工会議所中

小企業相談所☎２３－０１１３（月～金曜日の午前

９時～午後５時）※祝日、年末年始を除く




